






 

国道交シ第１０２号 

令和３年３月２６日 

 

国土交通省国土技術政策総合研究所長 
  天野 邦彦 殿 

 

国土交通省道路局長  

吉岡 幹夫  

（公印省略） 

 

 

ETC2.0 データの配信に関する協定書第 13 条に基づく協議 

 

 

 2019 年 4 月 26 日付けで締結した ETC2.0 データの配信に関する協定書（以下、「協定書」という。）

について、下記のとおり協議します。 

 なお、同意いただける場合は、別紙の同意書に記名押印のうえ、提出願います。 

 

 

記 

 

１. 協定書第 2条第 1項 

現行） 本協定における「ETC2.0 データ」とは、道路上に設置された ETC2.0 路側機と車

両に設置された ETC2.0 車載器との間の通信により収集された車両の情報、走行履

歴情報及び挙動履歴情報をいう。 

変更） 本協定における「ETC2.0 データ」とは、道路上に設置された ETC2.0 路側機と車

両に設置された ETC2.0 車載器との間の通信により収集された車両の情報、走行履

歴情報及び挙動履歴情報を秘匿化処理した甲保有のデータをいう。 

 

２. 協定書第 5条 

現行）この協定の有効期間は、協定締結の日から 2021 年 3 月 31 日までとする。 

変更）この協定の有効期間は、協定締結の日から 2023 年 3 月 31 日までとする。 

 

３. 上記以外の条文は変更しない。 

 

以上 

  



 

国道交シ第１０３号 

令和３年３月２６日 

 

パイオニア株式会社 
技術開発部技術統括部 
情報サービス担当部長 
    様 

 

国土交通省道路局長  

吉岡 幹夫  

（公印省略） 

 

 

ETC2.0 データの配信に関する協定書第 13 条に基づく協議 

 

 

 2019 年 4 月 26 日付けで締結した ETC2.0 データの配信に関する協定書（以下、「協定書」という。）

について、下記のとおり協議します。 

 なお、同意いただける場合は、別紙の同意書に記名押印のうえ、提出願います。 

 

 

記 

 

１. 協定書第 2条第 1項 

現行） 本協定における「ETC2.0 データ」とは、道路上に設置された ETC2.0 路側機と車

両に設置された ETC2.0 車載器との間の通信により収集された車両の情報、走行履

歴情報及び挙動履歴情報をいう。 

変更） 本協定における「ETC2.0 データ」とは、道路上に設置された ETC2.0 路側機と車

両に設置された ETC2.0 車載器との間の通信により収集された車両の情報、走行履

歴情報及び挙動履歴情報を秘匿化処理した甲保有のデータをいう。 

 

２. 協定書第 5条 

現行）この協定の有効期間は、協定締結の日から 2021 年 3 月 31 日までとする。 

変更）この協定の有効期間は、協定締結の日から 2023 年 3 月 31 日までとする。 

 

３. 上記以外の条文は変更しない。 

 

以上 

  



 

国総研道交第 89号  

令和 3年 3月 30日 

 

国土交通省道路局長 

吉岡 幹夫 殿 

 

 

国土技術政策総合研究所長    

  天野 邦彦    

<<公印省略>>  

 

 

ETC2.0データの配信に関する協定書第 13条に基づく変更について 

 

 令和 3年 3月 26日付け国道交シ第 100号及び、同 102号にて協議のあった「ETC2.0

データの配信に関する協定書／2019年４月 26日付（以下、「協定書」という。）について、

下記のとおり変更することに同意する。 

 

記 

１. 協定書第 2条 

現行） 本協定における「ETC2.0 データ」とは、道路上に設置された ETC2.0 路

側機と車両に設置された ETC2.0 車載器との間の通信により収集され

た車両の情報、走行履歴情報及び挙動履歴情報をいう。 

変更） 本協定における「ETC2.0 データ」とは、道路上に設置された ETC2.0 路

側機と車両に設置された ETC2.0 車載器との間の通信により収集され

た車両の情報、走行履歴情報及び挙動履歴情報を秘匿化処理した甲

保有のデータをいう。 

２. 協定書第 5条 

現行）  この協定の有効期間は、協定締結の日から 2021 年 3 月 31 日までと

する。 

変更）  この協定の有効期間は、協定締結の日から 2023 年 3 月 31 日までと

する。 

３. 上記以外の条文は変更しない。  

 

以上 






